
（一覧表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

　　　（公開事項）

No 法令名 根拠条項
許 認 可 等
の  種  類

設定等
区　分

標準処理期間
（経由日数）

備考

1
北海道エゾシ
カ対策推進条
例

第18条第
１項第2号

特定鉛弾の所
持の許可

未設定
ハ

部局名：環境生活部環境局エゾシカ対策課（電話　直通011-204-5206（内線24-367））


